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規

則

東
京
都
ふ
ぐ
の
取
扱
い
規
制
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
十
二
月
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
五
十
号

東
京
都
ふ
ぐ
の
取
扱
い
規
制
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
ふ
ぐ
の
取
扱
い
規
制
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
東
京
都
規
則
第
百
二
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
の
二
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
条
に
第
一
号
と
し
て
次
の

一
号
を
加
え
る
。

一

営
業
の
譲
渡
に
よ
る
承
継
の
場
合

営
業
の
譲
渡
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

別
記
第
十
二
号
様
式
中

「

」
を

「

」
に
、
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「２
相
続
の
場
合
は
、
戸
籍
謄
本
又
は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し
及
び
相
続
人
が
２
人
以

上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
営
業
者
の
地
位
を
承
継
す
べ
き
相
続
人

と
し
て
選
定
さ
れ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
全
員
の
同
意
書

３
合
併
又
は
分
割
の
場
合
は
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た

法
人
又
は
分
割
に
よ
り
営
業
を
承
継
し
た
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

」
を

「２
譲
渡
の
場
合
は
、
譲
渡
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
譲
渡
契
約
書
等
の
写
し
等
、

当
事
者
に
よ
る
譲
渡
の
意
思
と
譲
渡
の
事
実
が
最
低
限
確
認
で
き
る
も
の
。
法
人
成
り
（
個

人
事
業
主
が
法
人
に
成
り
代
わ
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
場
合
は
、
当
該
個
人
事

業
主
と
法
人
成
り
後
の
法
人
と
の
譲
渡
契
約
書
等
の
写
し
等
）

３
相
続
の
場
合
は
、
戸
籍
謄
本
又
は
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し
及
び
相
続
人
が
２
人
以

上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
営
業
者
の
地
位
を
承
継
す
べ
き
相
続
人

と
し
て
選
定
さ
れ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
全
員
の
同
意
書

４
合
併
又
は
分
割
の
場
合
は
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た

法
人
又
は
分
割
に
よ
り
営
業
を
承
継
し
た
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

」
に

改
め
る
。附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
ふ
ぐ
の
取
扱
い
規
制
条
例
施
行
規

則
別
記
第
十
二
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公

布
す
る
。

令
和
五
年
十
二
月
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
五
十
一
号

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
三
年
東
京
都
規
則
第
百

三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、
「書

面

」
を
「書

類

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査

に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
別
記
第
六
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修

正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
二
十
八
号

東
京
都
駐
車
場
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
十
四
条
の
八
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
令
和
四
年
東
京
都
告
示
第
千
三
百
九
十
四
号
に
お
い
て
告
示
し
た
路
外
駐
車
場
の
供
用
の
休

止
期
間
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

令
和
五
年
十
二
月
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

東
京
都
日
本
橋
駐
車
場

二

休
止
期
間

変
更
前

変
更
後

令
和
四
年
十
月
十
八
日

午
前
九
時
か
ら
令
和
六

年
三
月
二
十
一
日
午
前

十
時
ま
で

令
和
四
年
十
月
十
八
日

午
前
九
時
か
ら
令
和
六

年
六
月
十
八
日
午
前
十

時
ま
で

三

理
由

改
修
工
事
期
間
変
更
の
た
め

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
二
十
九
号

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
条
の
三
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
港
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港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
変
更
は
、
平
成
二
十
六
年
東
京
都
告
示
第
千
六
百
九
十
三

号
（
東
京
港
港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要
）
に
よ
り
そ
の
概
要
を
告
示

し
た
東
京
港
港
湾
計
画
に
つ
い
て
、
令
和
十
年
代
後
半
に
お
け
る
取

扱
貨
物
量
を
一
億
九
百
万
ト
ン
と
想
定
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。

令
和
五
年
十
二
月
一
日

東
京
港
港
湾
管
理
者

東
京
都

代
表
者

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

港
湾
施
設
の
規
模
及
び
配
置

㈠

新
規
計
画
事
項

ふ

ア

公
共
埠
頭
計
画

ふ

ア

外
内
貿
コ
ン
テ
ナ
埠
頭
計
画

地
区
名

施
設

種
別

水
深
（
メ
ー

ト
ル
）

バ
ー
ス

数

延
長
（
メ
ー

ト
ル
）

中
央
防

波
堤

岸
壁

一
五
・
〇
〜

一
六
・
〇

一

三
〇
〇

岸
壁

一
五
・
〇
〜

一

三
〇
〇

一
六
・
〇

ふ

イ

内
貿
ユ
ニ
ッ
ト
ロ
ー
ド
埠
頭
計
画

地
区
名

施
設

種
別

水
深
（
メ
ー

ト
ル
）

バ
ー
ス

数

延
長
（
メ
ー

ト
ル
）

中
央
防

波
堤

岸
壁

九
・
〇

二

五
〇
〇

ふ

ウ

外
貿
埠
頭
計
画

地
区
名

施
設

種
別

水
深
（
メ
ー

ト
ル
）

バ
ー
ス

数

延
長
（
メ
ー

ト
ル
）

東
部

岸
壁

一
二
・
〇

一

二
六
〇

ふ

イ

旅
客
船
埠
頭
計
画

地
区
名

施
設
種
別

基
数

内
港

小
型
桟
橋

一

小
型
桟
橋

一

中
部

小
型
桟
橋

一

中
央
防

波
堤

小
型
桟
橋

一

ウ

水
域
施
設
計
画

地
区
名

施
設
種
別

水
深
（
メ
ー

ト
ル
）

面
積
（
ヘ
ク
タ
ー

ル
）

中
央
防

波
堤

泊
地

泊
地

九
・
〇

九
・
〇

三

泊
地

一
五
・
〇
〜

一

一
六
・
〇

航
路
・
泊
地

九
・
〇

五

航
路
・
泊
地

一
一
・
〇

一

航
路
・
泊
地

一
五
・
〇
〜

二

一
六
・
〇

㈡

既
設
・
既
定
計
画
の
変
更
事
項

ふ

ア

公
共
埠
頭
計
画

ふ

ア

外
内
貿
コ
ン
テ
ナ
埠
頭
計
画

地
区
名

施
設

種
別

水
深
（
メ
ー

ト
ル
）

バ
ー
ス

数

延
長
（
メ
ー

ト
ル
）

内
港

岸
壁

一
〇
・
〇

一

一
九
五

ふ

イ

内
貿
ユ
ニ
ッ
ト
ロ
ー
ド
埠
頭
計
画

地
区
名

施
設

種
別

水
深
（
メ
ー

ト
ル
）

バ
ー
ス

数

延
長
（
メ
ー

ト
ル
）

中
央
防

波
堤

岸
壁

九
・
〇

二

五
〇
〇

イ

水
域
施
設
計
画

地
区
名

施
設
種
別

水
深
（
メ
ー

ト
ル
）

面
積
（
ヘ
ク
タ
ー

ル
）

中
央
防

波
堤

泊
地

一
五
・
〇
〜

一
六
・
〇

一

ウ

臨
港
交
通
施
設
計
画

施
設
種
別

名
称

起
点

終
点

規
模

道
路
（
臨

港
道
路
）

中
防
内
一

号
線

中
防
内
五

号
線

中
防
内
六

号
線

二
車
線

㈢

既
定
計
画
を
削
除
す
る
事
項

ふ

ア

公
共
埠
頭
計
画

ふ

ア

外
内
貿
コ
ン
テ
ナ
埠
頭
計
画

地
区
名

施
設

種
別

水
深
（
メ
ー

ト
ル
）

バ
ー
ス

数

延
長
（
メ
ー

ト
ル
）

東
部

岸
壁

一
一
・
〇
〜

二

五
〇
〇

一
二
・
〇

ふ

イ

外
貿
埠
頭
計
画

地
区
名

施
設

種
別

水
深
（
メ
ー

ト
ル
）

バ
ー
ス

数

延
長
（
メ
ー

ト
ル
）

東
部

岸
壁

一
二
・
〇

一

二
四
〇

ふ

ウ

内
貿
埠
頭
計
画

地
区
名

施
設

種
別

水
深
（
メ
ー

ト
ル
）

バ
ー
ス

数

延
長
（
メ
ー

ト
ル
）

中
部

岸
壁

八
・
五

一

二
三
〇

イ

木
材
取
扱
施
設
計
画

地
区
名

施
設
種
別

水
深
（
メ
ー

ト
ル
）

バ
ー
ス

数

東
部

ド
ル
フ
ィ
ン

九
・
〇

二

地
区
名

施
設
種
別

水
深
（
メ
ー

ト
ル
）

面
積
（
ヘ
ク
タ
ー

ル
）

東
部

水
面
整
理
場

二
・
五

一
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地
区
名

施
設
種
別

延
長
（
メ
ー

ト
ル
）

東
部

十
二
号
地
水

面
整
理
場
防

波
堤

五
〇
〇

ふ

ウ

専
用
埠
頭
計
画

地
区
名

施
設
種
別

水
深
（
メ
ー

ト
ル
）

バ
ー
ス

数

内
港

ド
ル
フ
ィ
ン

八
・
〇

一

エ

水
域
施
設
計
画

地
区
名

施
設
種
別

水
深
（
メ
ー

ト
ル
）

面
積
（
ヘ
ク
タ
ー

ル
）

中
部

泊
地

八
・
五

二

東
部

泊
地

一
二
・
〇

二

泊
地

一
一
・
〇
〜

三

一
二
・
〇

泊
地

九
・
〇

二

中
部

航
路
・
泊
地

八
・
五

二
五

東
部

航
路
・
泊
地

一
二
・
〇

七
八

航
路
・
泊
地

一
二
・
〇

三
八

航
路
・
泊
地

一
一
・
〇
〜

一
一

一
二
・
〇

航
路
・
泊
地

九
・
〇

三

㈣

撤
去
及
び
廃
止
を
計
画
す
る
事
項

ふ

ア

旅
客
船
埠
頭
計
画

地
区
名

施
設
種
別

基
数

中
部

小
型
桟
橋

一

ふ

イ

専
用
埠
頭
計
画

地
区
名

施
設
種
別

水
深
（
メ
ー

ト
ル
）

バ
ー
ス

数

南
部

ド
ル
フ
ィ
ン

八
・
五

一

二

港
湾
の
環
境
の
整
備
及
び
保
全

㈠

新
規
計
画
事
項

ア

港
湾
環
境
整
備
施
設
計
画

地
区
名

施
設
種
別

面
積
（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

中
部

緑
地

五

㈡

既
定
計
画
を
削
除
す
る
事
項

ア

港
湾
環
境
整
備
施
設
計
画

地
区
名

施
設
種
別

延
長
（
メ
ー
ト
ル
）

中
央
防

波
堤

海
浜

四
〇
〇

三

土
地
造
成
及
び
土
地
利
用
計
画

㈠

土
地
造
成
計
画

地
区
名

用
途

面
積
（
ヘ
ク
タ
ー

ル
）

ふ

内
港

埠
頭
用
地

六

交
流
厚
生
用
地

三

緑
地

二

ふ

中
部

埠
頭
用
地

一

ふ

中
央
防
波
堤

埠
頭
用
地

一
二

港
湾
関
連
用
地

二

海
面
処
分
用
地

二
四
五

㈡

土
地
利
用
計
画

地
区
名

用
途

面
積
（
ヘ
ク
タ
ー

ル
）

ふ

内
港

埠
頭
用
地

五
六

港
湾
関
連
用
地

七
四

交
流
厚
生
用
地

一
二

工
業
用
地

一
一

都
市
機
能
用
地

一
五
三

交
通
機
能
用
地

二
九

緑
地

四
一

廃
棄
物
処
理
施
設
用
地

三

ふ

南
部

埠
頭
用
地

一
五
六

港
湾
関
連
用
地

二
三
二

工
業
用
地

一
二
六

都
市
機
能
用
地

一
五
一

交
通
機
能
用
地

二
八
七

緑
地

一
五
〇

廃
棄
物
処
理
施
設
用
地

三
七

ふ

中
部

埠
頭
用
地

一
四
七

港
湾
関
連
用
地

九
三

交
流
厚
生
用
地

六

工
業
用
地

二
九

都
市
機
能
用
地

二
二
六

交
通
機
能
用
地

一
三
七

緑
地

一
二
四

ふ

東
部

埠
頭
用
地

四
三

港
湾
関
連
用
地

二
二
九

交
流
厚
生
用
地

一
六

工
業
用
地

四
四

都
市
機
能
用
地

六
八

交
通
機
能
用
地

九
二

危
険
物
取
扱
施
設
用
地

六

緑
地

一
八
五
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廃
棄
物
処
理
施
設
用
地

一
七

ふ

中
央
防
波
堤

埠
頭
用
地

一
五
四

港
湾
関
連
用
地

二
一
二

工
業
用
地

一
七

都
市
機
能
用
地

一
七

交
通
機
能
用
地

一
〇
五

緑
地

二
〇
八

廃
棄
物
処
理
施
設
用
地

四
六

海
面
処
分
用
地

二
四
五

羽
田

交
通
機
能
用
地

九
七
七

四

港
湾
の
効
率
的
な
運
営
に
関
す
る
事
項

㈠

新
規
計
画
事
項

地
区
名

施
設

種
別

水
深
（
メ
ー

ト
ル
）

バ
ー
ス

数

延
長
（
メ
ー
ト

ル
）

中
央
防

波
堤

岸
壁

岸
壁

九
・
〇

一
五
・
〇
〜

一
六
・
〇

二一

五
〇
〇

三
〇
〇

岸
壁

一
五
・
〇
〜

一

三
〇
〇

一
六
・
〇

㈡

既
設
・
既
定
計
画
の
変
更
事
項

地
区
名

施
設

種
別

水
深
（
メ
ー

ト
ル
）

バ
ー
ス

数

延
長
（
メ
ー
ト

ル
）

内
港

岸
壁

一
〇
・
〇

一

一
九
五

中
央
防

波
堤

岸
壁

九
・
〇

二

五
〇
〇

㈢

既
定
計
画
を
削
除
す
る
事
項

地
区
名

施
設

種
別

水
深
（
メ
ー

ト
ル
）

バ
ー
ス

数

延
長
（
メ
ー
ト

ル
）

東
部

岸
壁

一
一
・
〇
〜

二

五
〇
〇

一
二
・
〇

五

そ
の
他
重
要
事
項

㈠

新
規
計
画
事
項

ア

国
際
海
上
輸
送
網
又
は
国
内
海
上
輸
送
網
の
拠
点
と
し
て

機
能
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設

地
区
名

施
設

種
別

水
深
（
メ
ー

ト
ル
）

バ
ー
ス

数

延
長
（
メ
ー
ト

ル
）

中
央
防

波
堤

岸
壁

一
五
・
〇
〜

一
六
・
〇

一

三
〇
〇

岸
壁

一
五
・
〇
〜

一

三
〇
〇

一
六
・
〇

岸
壁

九
・
〇

二

五
〇
〇

イ

大
規
模
地
震
対
策
施
設

ア

幹
線
貨
物
輸
送
の
拠
点
と
し
て
機
能
す
る
た
め
に
必
要

な
施
設

地
区
名

施
設

種
別

水
深
（
メ
ー

ト
ル
）

バ
ー
ス

数

延
長
（
メ
ー

ト
ル
）

中
央
防

波
堤

岸
壁

岸
壁

九
・
〇

一
五
・
〇
〜

一
六
・
〇

二一

五
〇
〇

三
〇
〇

岸
壁

一
五
・
〇
〜

一

三
〇
〇

一
六
・
〇

㈡

既
設
・
既
定
計
画
の
変
更
事
項

ア

国
際
海
上
輸
送
網
又
は
国
内
海
上
輸
送
網
の
拠
点
と
し
て

機
能
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設

地
区
名

施
設

種
別

水
深
（
メ
ー

ト
ル
）

バ
ー
ス

数

延
長
（
メ
ー
ト

ル
）

中
央
防

波
堤

岸
壁

九
・
〇

二

五
〇
〇

イ

大
規
模
地
震
対
策
施
設

ア

緊
急
物
資
輸
送
の
拠
点
と
し
て
機
能
す
る
た
め
に
必
要

な
施
設

地
区
名

施
設

種
別

水
深
（
メ
ー

ト
ル
）

バ
ー

ス
数

延
長
（
メ
ー

ト
ル
）

中
央
防

波
堤

岸
壁

九
・
〇

二

五
〇
〇

㈢

既
定
計
画
を
削
除
す
る
事
項

ア

国
際
海
上
輸
送
網
又
は
国
内
海
上
輸
送
網
の
拠
点
と
し
て

機
能
す
る
た
め
に
必
要
な
施
設

地
区
名

施
設

種
別

水
深
（
メ
ー

ト
ル
）

バ
ー
ス

数

延
長
（
メ
ー
ト

ル
）

東
部

岸
壁

一
二
・
〇

一

二
四
〇

イ

大
規
模
地
震
対
策
施
設

ア

緊
急
物
資
輸
送
の
拠
点
と
し
て
機
能
す
る
た
め
に
必
要

な
施
設

地
区
名

施
設

種
別

水
深
（
メ
ー

ト
ル
）

バ
ー
ス

数

延
長
（
メ
ー

ト
ル
）

中
部

岸
壁

八
・
五

一

二
三
〇

イ

幹
線
貨
物
輸
送
の
拠
点
と
し
て
機
能
す
る
た
め
に
必
要

な
施
設

地
区
名

施
設

種
別

水
深
（
メ
ー

ト
ル
）

バ
ー
ス

数

延
長
（
メ
ー

ト
ル
）

東
部

岸
壁

一
一
・
〇
〜

二

五
〇
〇

一
二
・
〇

六

港
湾
計
画
の
縦
覧
の
場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
八

階
東
京
都
港
湾
局
港
湾
整
備
部
計
画
課

告

示
（
教
）
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東
京
都
教
育
委
員
会
告
示
第
四
十
六
号

東
京
都
立
学
校
の
授
業
料
等
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
二
年
東
京
都

条
例
第
九
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
手
数
料

の
徴
収
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二

年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

の
と
お
り
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
二
月
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

一

委
託
し
た
相
手
方

㈠

名
称

三
菱
総
研
Ｄ
Ｃ
Ｓ
株
式
会
社

㈡

所
在
地

品
川
区
東
品
川
四
丁
目
十
二
番
二
号

二

委
託
期
間

令
和
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

委
託
の
内
容

令
和
六
年
度
東
京
都
立
高
等
学
校
入
学
者
選
抜
入
学
考
査
料
の

徴
収
事
務

公

告

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
八

王
子
都
市
計
画
区
域
区
分
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公

告
す
る
。

な
お
、
関
係
市
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
五
年
十
二
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

八
王
子
都
市
計
画

区
域
区
分

市
街
化
区
域

追
加
す
る
部
分

八
王
子
市
元
八
王
子
町
三
丁
目
及
び
廿

里
町
各
地
内

削
除
す
る
部
分

八
王
子
市
元
八
王
子
町
三
丁
目
、
長
房

町
及
び
廿
里
町
各
地
内

市
街
化
調
整
区

域

追
加
す
る
部
分

八
王
子
市
元
八
王
子
町
三
丁
目
、
長
房

町
及
び
廿
里
町
各
地
内

削
除
す
る
部
分

八
王
子
市
元
八
王
子
町
三
丁
目
及
び
廿

里
町
各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
八
王
子
市
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
立

川
都
市
計
画
区
域
区
分
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告

す
る
。

な
お
、
関
係
市
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
五
年
十
二
月
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

立
川
都
市
計
画
区

域
区
分

市
街
化
区
域

追
加
す
る
部
分

東
大
和
市
芋
窪
一
丁
目
及
び
蔵
敷
一
丁

目
各
地
内

市
街
化
調
整
区

域

削
除
す
る
部
分

東
大
和
市
芋
窪
一
丁
目
及
び
蔵
敷
一
丁

目
各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
東
大
和
市
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
町

田
都
市
計
画
区
域
区
分
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告

す
る
。

な
お
、
関
係
市
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
五
年
十
二
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

町
田
都
市
計
画
区

域
区
分
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市
街
化
区
域

追
加
す
る
部
分

町
田
市
下
小
山
田
町
字
押
沼
、
下
小
山

田
町
字
坂
下
及
び
野
津
田
町
字
綾
部
原

各
地
内

削
除
す
る
部
分

町
田
市
相
原
町
字
大
戸
、
相
原
町
字
東

谷
、
相
原
町
字
考
路
、
相
原
町
字
大
北

及
び
相
原
町
字
細
豊
各
地
内

市
街
化
調
整
区

域

追
加
す
る
部
分

町
田
市
相
原
町
字
大
戸
、
相
原
町
字
東

谷
、
相
原
町
字
考
路
、
相
原
町
字
大
北

及
び
相
原
町
字
細
豊
各
地
内

削
除
す
る
部
分

町
田
市
下
小
山
田
町
字
押
沼
、
下
小
山

田
町
字
坂
下
及
び
野
津
田
町
字
綾
部
原

各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
町
田
市
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
福

生
都
市
計
画
区
域
区
分
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告

す
る
。

な
お
、
関
係
町
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
五
年
十
二
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

福
生
都
市
計
画
区

域
区
分

市
街
化
区
域

追
加
す
る
部
分

瑞
穂
町
大
字
箱
根
ケ
崎
字
秩
父
海
道
北
、

字
南
平
及
び
南
平
一
丁
目
各
地
内

削
除
す
る
部
分

瑞
穂
町
大
字
箱
根
ケ
崎
字
南
平
地
内

市
街
化
調
整
区

域

追
加
す
る
部
分

瑞
穂
町
大
字
箱
根
ケ
崎
字
南
平
地
内

削
除
す
る
部
分

瑞
穂
町
大
字
箱
根
ケ
崎
字
秩
父
海
道
北
、

字
南
平
及
び
南
平
一
丁
目
各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
瑞
穂
町
役
場

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る

事
項
の
案
に
つ
い
て

東
京
圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

行
う
、
国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る
事
項
の

案
の
縦
覧
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

令
和
五
年
十
二
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

国
家
戦
略
都
市
計

画
建
築
物
等
整
備

事
業
に
係
る
都
市

計
画
に
定
め
る
べ

き
事
項
の
種
類

当
該
事
項
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

品
川
駅
周
辺
地

区
地
区
計
画

変
更
す
る
部
分

港
区
港
南
一
丁
目
、
港
南
二
丁
目
、
芝

浦
四
丁
目
、
高
輪
二
丁
目
、
高
輪
三
丁

目
及
び
三
田
三
丁
目
各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
港
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る

事
項
の
案
に
つ
い
て

東
京
圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

行
う
、
国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る
事
項
の

案
の
縦
覧
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
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で
き
る
。

令
和
五
年
十
二
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

国
家
戦
略
都
市
計

画
建
築
物
等
整
備

事
業
に
係
る
都
市

計
画
に
定
め
る
べ

き
事
項
の
種
類

当
該
事
項
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

六
本
木
五
丁
目

西
地
区
地
区
計

画

港
区
六
本
木
五
丁
目
、
六
本
木
六
丁
目
及

び
麻
布
十
番
一
丁
目
各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
港
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
用
途
地
域
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告

す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
五
年
十
二
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
用

途
地
域

第
一
種
低
層
住

居
専
用
地
域

削
除
す
る
部
分

練
馬
区
上
石
神
井
四
丁
目
、
羽
沢
二
丁

目
、
桜
台
三
丁
目
及
び
足
立
区
南
花
畑

五
丁
目
各
地
内

第
一
種
中
高
層

住
居
専
用
地
域

追
加
す
る
部
分

足
立
区
南
花
畑
五
丁
目
地
内

削
除
す
る
部
分

練
馬
区
上
石
神
井
二
丁
目
、
上
石
神
井

四
丁
目
及
び
羽
沢
三
丁
目
各
地
内

第
一
種
住
居
地

域

追
加
す
る
部
分

練
馬
区
上
石
神
井
四
丁
目
、
羽
沢
二
丁

目
、
羽
沢
三
丁
目
及
び
桜
台
三
丁
目
各

地
内

削
除
す
る
部
分

練
馬
区
関
町
南
一
丁
目
、
上
石
神
井
南

町
、
上
石
神
井
一
丁
目
及
び
上
石
神
井

四
丁
目
各
地
内

近
隣
商
業
地
域

追
加
す
る
部
分

練
馬
区
関
町
南
一
丁
目
、
上
石
神
井
南

町
、
上
石
神
井
一
丁
目
、
上
石
神
井
二

丁
目
及
び
上
石
神
井
四
丁
目
各
地
内

変
更
す
る
部
分

練
馬
区
上
石
神
井
一
丁
目
、
上
石
神
井

二
丁
目
及
び
上
石
神
井
四
丁
目
各
地
内

商
業
地
域

追
加
す
る
部
分

品
川
区
大
崎
一
丁
目
及
び
大
崎
三
丁
目

各
地
内

削
除
す
る
部
分

品
川
区
大
崎
一
丁
目
及
び
大
崎
三
丁
目

各
地
内

準
工
業
地
域

追
加
す
る
部
分

品
川
区
大
崎
一
丁
目
及
び
大
崎
三
丁
目

各
地
内

削
除
す
る
部
分

品
川
区
大
崎
一
丁
目
、
大
崎
三
丁
目
及

び
練
馬
区
羽
沢
三
丁
目
各
地
内

変
更
す
る
部
分

品
川
区
大
崎
一
丁
目
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
並
び
に
品
川
区
役
所
、
練
馬

区
役
所
及
び
足
立
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る

事
項
の
案
に
つ
い
て

東
京
圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

行
う
、
国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る
事
項
の

案
の
縦
覧
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

令
和
五
年
十
二
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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一

国
家
戦
略
都
市
計

画
建
築
物
等
整
備

事
業
に
係
る
都
市

計
画
に
定
め
る
べ

き
事
項
の
種
類

当
該
事
項
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
都

市
再
生
特
別
地
区

（
品
川
駅
街
区
地

区
）

追
加
す
る
部
分

港
区
高
輪
三
丁
目
及
び
港
南
二
丁
目
各

地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
港
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る

事
項
の
案
に
つ
い
て

東
京
圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

行
う
、
国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る
事
項
の

案
の
縦
覧
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

令
和
五
年
十
二
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

国
家
戦
略
都
市
計

画
建
築
物
等
整
備

事
業
に
係
る
都
市

計
画
に
定
め
る
べ

き
事
項
の
種
類

当
該
事
項
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
都

市
再
生
特
別
地
区

（
田
町
駅
西
口
駅

前
地
区
）

追
加
す
る
部
分

港
区
芝
五
丁
目
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
港
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る

事
項
の
案
に
つ
い
て

東
京
圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

行
う
、
国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る
事
項
の

案
の
縦
覧
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

令
和
五
年
十
二
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

国
家
戦
略
都
市
計

画
建
築
物
等
整
備

事
業
に
係
る
都
市

計
画
に
定
め
る
べ

き
事
項
の
種
類

当
該
事
項
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
都

市
再
生
特
別
地
区

（
六
本
木
五
丁
目

西
地
区
）

追
加
す
る
部
分

港
区
六
本
木
五
丁
目
、
六
本
木
六
丁
目

及
び
麻
布
十
番
一
丁
目
各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
港
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
立

川
都
市
計
画
公
園
及
び
昭
島
都
市
計
画
公
園
に
係
る
都
市
計
画
の
案

を
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
市
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
五
年
十
二
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

立
川
都
市
計
画
公

園
及
び
昭
島
都
市

計
画
公
園
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第
九
・
六
・
一

号
昭
和
記
念
公

園

追
加
す
る
部
分

昭
島
市
も
く
せ
い
の
杜
二
丁
目
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
並
び
に
立
川
市
役
所
及
び
昭

島
市
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
河
川
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
五
年
十
二
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
河

川
第
八
号
善
福
寺

川

追
加
す
る
部
分

杉
並
区
西
荻
北
四
丁
目
、
西
荻
北
五
丁

目
、
上
荻
一
丁
目
、
上
荻
二
丁
目
、
上

荻
三
丁
目
、
上
荻
四
丁
目
、
善
福
寺
一

丁
目
、
桃
井
四
丁
目
、
南
荻
窪
一
丁
目
、

南
荻
窪
四
丁
目
、
荻
窪
一
丁
目
、
荻
窪

二
丁
目
、
荻
窪
四
丁
目
、
荻
窪
五
丁
目
、

宮
前
二
丁
目
、
高
井
戸
東
四
丁
目
、
成

田
西
二
丁
目
及
び
成
田
西
三
丁
目
各
地

内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
杉
並
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
道
路
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
五
年
十
二
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
道

路
幹
線
街
路
環
状

第
六
号
線

追
加
す
る
部
分

品
川
区
大
崎
一
丁
目
、
大
崎
三
丁
目
及

び
大
崎
五
丁
目
各
地
内

削
除
す
る
部
分

品
川
区
大
崎
一
丁
目
及
び
大
崎
五
丁
目

各
地
内

変
更
す
る
部
分

品
川
区
東
品
川
一
丁
目
、
東
品
川
二
丁

目
、
北
品
川
二
丁
目
、
北
品
川
三
丁
目
、

北
品
川
四
丁
目
、
北
品
川
五
丁
目
、
大

崎
一
丁
目
、
大
崎
三
丁
目
、
大
崎
四
丁

目
、
大
崎
五
丁
目
、
西
五
反
田
一
丁
目
、

西
五
反
田
二
丁
目
、
西
五
反
田
三
丁
目
、

西
五
反
田
四
丁
目
、
西
五
反
田
五
丁
目
、

西
五
反
田
七
丁
目
、
西
五
反
田
八
丁
目
、

目
黒
区
下
目
黒
二
丁
目
、
下
目
黒
三
丁

目
、
目
黒
二
丁
目
、
目
黒
三
丁
目
、
中

目
黒
一
丁
目
、
中
目
黒
二
丁
目
、
中
目

黒
三
丁
目
、
中
目
黒
四
丁
目
、
上
目
黒

一
丁
目
、
上
目
黒
二
丁
目
、
上
目
黒
三

丁
目
、
青
葉
台
一
丁
目
、
青
葉
台
二
丁

目
、
青
葉
台
三
丁
目
、
青
葉
台
四
丁
目
、

東
山
一
丁
目
、
東
山
二
丁
目
、
大
橋
一

丁
目
、
大
橋
二
丁
目
、
駒
場
一
丁
目
、

渋
谷
区
神
泉
町
、
松
濤
二
丁
目
、
神
山

町
、
富
ヶ
谷
一
丁
目
、
富
ヶ
谷
二
丁
目
、

上
原
一
丁
目
、
代
々
木
四
丁
目
、
代
々

木
五
丁
目
、
元
代
々
木
町
、
初
台
一
丁

目
、
初
台
二
丁
目
、
本
町
三
丁
目
、
新

宿
区
西
新
宿
三
丁
目
、
西
新
宿
四
丁
目
、

上
落
合
二
丁
目
、
上
落
合
三
丁
目
、
中

落
合
一
丁
目
、
中
落
合
二
丁
目
、
中
落

合
三
丁
目
、
中
井
一
丁
目
、
中
井
二
丁

目
、
中
野
区
弥
生
町
一
丁
目
、
本
町
一

丁
目
、
本
町
二
丁
目
、
中
央
一
丁
目
、

中
央
二
丁
目
、
東
中
野
一
丁
目
、
東
中

野
二
丁
目
、
東
中
野
三
丁
目
、
東
中
野

四
丁
目
、
豊
島
区
目
白
五
丁
目
、
南
長

崎
一
丁
目
、
西
池
袋
四
丁
目
、
西
池
袋

五
丁
目
、
長
崎
一
丁
目
、
千
早
一
丁
目
、

要
町
一
丁
目
、
池
袋
三
丁
目
、
高
松
一

丁
目
、
板
橋
区
南
町
、
中
丸
町
、
熊
野

町
、
大
山
金
井
町
、
板
橋
二
丁
目
、
大

山
東
町
、
氷
川
町
及
び
仲
宿
各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
並
び
に
新
宿
区
役
所
、
品
川

区
役
所
、
目
黒
区
役
所
、
渋
谷
区
役
所
、

中
野
区
役
所
、
豊
島
区
役
所
及
び
板
橋
区

役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
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東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
日

野
都
市
計
画
道
路
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
市
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
五
年
十
二
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

日
野
都
市
計
画
道

路
三
・
四
・
一
号

甲
州
街
道
線

削
除
す
る
部
分

日
野
市
日
野
本
町
一
丁
目
、
日
野
本
町

二
丁
目
、
日
野
本
町
四
丁
目
、
日
野
本

町
七
丁
目
、
日
野
台
三
丁
目
及
び
日
野

台
四
丁
目
各
地
内

変
更
す
る
部
分

立
川
市
錦
町
五
丁
目
、
錦
町
六
丁
目
、

日
野
市
日
野
、
日
野
本
町
一
丁
目
、
日

野
本
町
二
丁
目
、
日
野
本
町
三
丁
目
、

日
野
本
町
四
丁
目
、
日
野
本
町
七
丁
目
、

大
坂
上
一
丁
目
、
大
坂
上
二
丁
目
、
大

坂
上
四
丁
目
、
栄
町
一
丁
目
、
新
町
一

丁
目
、
新
町
二
丁
目
、
日
野
台
一
丁
目
、

日
野
台
三
丁
目
、
日
野
台
四
丁
目
、
日

野
台
五
丁
目
、
多
摩
平
五
丁
目
、
多
摩

平
六
丁
目
、
さ
く
ら
町
及
び
八
王
子
市

高
倉
町
各
地
内

三
・
五
・
十
三

号
神
明
上
東
線

変
更
す
る
部
分

日
野
市
日
野
本
町
一
丁
目
及
び
日
野
本

町
二
丁
目
各
地
内

三
・
四
・
十
五

号
日
野
本
町
東

平
山
線

変
更
す
る
部
分

日
野
市
日
野
本
町
二
丁
目
及
び
日
野
本

町
三
丁
目
各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
並
び
に
八
王
子
市
役
所
、
立

川
市
役
所
及
び
日
野
市
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ

う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
五
年
十
二
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
土

地
区
画
整
理
事
業

足
立
東
部
土
地

区
画
整
理
事
業

削
除
す
る
部
分

足
立
区
花
畑
一
丁
目
、
花
畑
八
丁
目
、

東
保
木
間
一
丁
目
、
東
保
木
間
二
丁
目
、

南
花
畑
一
丁
目
、
南
花
畑
二
丁
目
、
南

花
畑
三
丁
目
、
南
花
畑
四
丁
目
及
び
南

花
畑
五
丁
目
各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
足
立
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
五
年
十
二
月
一
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

小
金
井
市
東
町
四
丁
目
二
十
三
番

十
九

小
金
井
市
中
町
一
丁
目
十
五
番

十
五
号

渡
邉

寅
藏

西
東
京
市
芝
久
保
町
四
丁
目
二
千

百
七
十
四
番
四
の
一
部
（
第
一
工

区
）

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
六
番

十
九
号

タ
ク
ト
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
寺

一
裕

府
中
市
朝
日
町
一
丁
目
二
十
二
番

三
及
び
同
番
四

府
中
市
白
糸
台
三
丁
目
四
十
四

番
地
の
一

原
田

繁
弘

府
中
市
白
糸
台
二
丁
目
四
番
五
の

一
部
、
同
番
七
、
同
番
二
十
四
か

ら
同
番
二
十
六
ま
で
、
同
番
二
十

七
の
一
部
、
同
番
二
十
九
か
ら
同

府
中
市
白
糸
台
二
丁
目
四
番
地

の
二

鹿
島
千
惠
子
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番
三
十
一
ま
で
、
同
番
三
十
二
の

一
部
、
同
番
三
十
三
、
同
番
三
十

四
、
同
番
三
十
六
、
六
番
十
六
の

一
部
、
同
番
十
八
、
二
十
九
番
三

か
ら
同
番
五
ま
で
、
同
番
九
、
三

十
一
番
四
及
び
同
番
二
十
八

西
東
京
市
向
台
町
二
丁
目
七
百
九

十
二
番
二
十
三

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
六
番

十
九
号

タ
ク
ト
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
寺

一
裕

府
中
市
南
町
四
丁
目
四
十
一
番
一

の
一
部

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅

四
丁
目
八
番
十
八
号

名
鉄
都
市
開
発
株
式
会
社

代
表
取
締
役

日
比
野

博

小
金
井
市
桜
町
二
丁
目
五
百
三
十

九
番
一

武
蔵
野
市
吉
祥
寺
本
町
四
丁
目

三
十
二
番
六
号

ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
有
限
会
社

代
表
取
締
役

島
倉

清
治

清
瀬
市
下
宿
一
丁
目
百
七
十
七
番

一
の
一
部

千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八

株
式
会
社
セ
ブ
ン－

イ
レ
ブ
ン

・
ジ
ャ
パ
ン

代
表
取
締
役

永
松

文
彦

小
金
井
市
梶
野
町
一
丁
目
百
七
十

番
六

中
央
区
日
本
橋
室
町
三
丁
目
二

番
一
号

三
井
不
動
産
レ
ジ
デ
ン
シ
ャ
ル

株
式
会
社

代
表
取
締
役

嘉
村

徹

清
瀬
市
中
清
戸
一
丁
目
五
百
六
十

六
番
一
、
同
番
一
地
先
、
同
番
二

及
び
五
百
六
十
七
番
一

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
六
番

十
九
号

タ
ク
ト
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
寺

一
裕

武
蔵
野
市
緑
町
一
丁
目
六
百
二
十

四
番
四
、
同
番
六
、
同
番
七
、
六

百
二
十
五
番
五
、
同
番
七
、
同
番

九
、
同
番
十
六
及
び
同
番
十
七

練
馬
区
石
神
井
町
二
丁
目
二
十

六
番
十
一
号

一
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

堀
口

忠
美

多
摩
市
関
戸
五
丁
目
十
九
番
一
及

び
同
番
三

多
摩
市
愛
宕
四
丁
目
二
十
二
番

地
十
一

エ
ヌ
ビ
ー
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

川
上

清
子

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労

働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
五
年
十
二
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

ラ
フ
ォ
ー
レ
原
宿

二

店
舗
所
在
地

渋
谷
区
神
宮
前
一
丁
目
十
一
番
六
号

三

設
置
者
名

森
ビ
ル
流
通
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

渋
谷
区
神
宮
前
一
丁
目
九
番
十
三
号

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ナ
イ
ス
ク
ラ
ッ
プ
ほ
か
百
三

名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ナ
イ
ス
ク
ラ
ッ
プ
ほ
か
九
十

八
名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

株
式
会
社
Ｇ
Ｏ
Ｒ
Ｉ
‚
Ｚ
ほ
か
十
名

称

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

港
区
虎
ノ
門
四
丁
目
三
番
十
三
号
（
エ

ス
テ
ー
ル
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会

社
）
ほ
か

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
住
所

中
央
区
銀
座
一
丁
目
十
九
番
七
号
（
エ

ス
テ
ー
ル
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会

社
）
ほ
か

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

竹
村

幸
造
（
株
式
会
社
ア
ー
バ
ン
リ

サ
ー
チ
）
ほ
か

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

竹
村

圭
祐
（
株
式
会
社
ア
ー
バ
ン
リ

サ
ー
チ
）
ほ
か

十
二

変
更
日

令
和
五
年
九
月
八
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
五
年
十
一
月
八
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
令
和
六
年

四
月
一
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の

休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京

都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。
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な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労

働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
五
年
十
二
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

西
武
渋
谷
店

二

店
舗
所
在
地

渋
谷
区
宇
田
川
町
二
十
一
番
一
号
ほ
か

三

設
置
者
名

松
竹
映
画
劇
場
株
式
会
社
ほ
か
二
名

四

設
置
者
住
所

渋
谷
区
富
ヶ
谷
二
丁
目
八
番
一
号
ほ
か

五

変
更
前
の
駐
車
場
の

位
置
及
び
収
容
台
数

店
舗
北
側
ほ
か

二
百
三
十
台

六

変
更
後
の
駐
車
場
の

位
置
及
び
収
容
台
数

店
舗
北
側

百
六
十
一
台

七

変
更
前
の
閉
店
時
刻

午
後
九
時
。
た
だ
し
、
一
部
フ
ロ
ア
ー

は
年
間
十
日
に
限
り
午
後
十
時
ほ
か

八

変
更
後
の
閉
店
時
刻

午
後
九
時
。
た
だ
し
、
一
部
フ
ロ
ア
ー

は
年
間
十
日
に
限
り
午
後
十
時

九

変
更
前
の
来
客
が
駐

車
場
を
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
時
間
帯

二
十
四
時
間
ほ
か

十

変
更
後
の
来
客
が
駐

車
場
を
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
三
十
分
ま
で

十
一

変
更
前
の
駐
車
場

の
自
動
車
の
出
入

口
の
数
及
び
位
置

十
一
箇
所

店
舗
北
側
ほ
か

十
二

変
更
後
の
駐
車
場

二
箇
所

店
舗
北
側

の
自
動
車
の
出
入

口
の
数
及
び
位
置

十
三

変
更
日

令
和
六
年
七
月
十
五
日

十
四

届
出
日

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日

十
五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
六

縦
覧
期
間

令
和
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
令
和
六
年

四
月
一
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の

休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京

都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除

く
。

十
七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。
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